
令和5年（フ）第7061号
東京地方裁判所民事第20部　御中

　　　　　　令和6年9月10日
破産者マツクスアルファ株式会社

破産管財人弁護士田　口　和幸

第2回債権者集会における破産管財人の報告書

第1　前回集会以後に行った管財業務

　1　資産の換価等

　　当職は、合計38件の破産者名義の預金口座を解約して、合計28，867，

　　264円を回収した。また、当職は、未回収の売掛金等について督促を行い、回

　収可能なもの（合計9，149，339円）を回収した。さらに、関係会社に対
　する債権のうち再生手続開始の申立てを行った法人（株式会社ガネット及び株式

　会社エフ・エフ・アルファ）については、再生債権の届出や再生計画案に対する

　議決権行使を行い、株式会社ガネットから再生債権弁済1，231，183円を
　受領した。

2　未払賃金立替払請求手続

　当職は、前回期日までに、未払賃金立替払請求手続の対象となる全ての従業員

に破産者が把握していた事項を記入済みの請求書用紙を発送しており、従業員よ

り順次振込口座等の必要事項を記載した請求書の返送を受けた。当職が返送され

た請求書について証明を行い、労働者健康安全機構に提出したことにより、同機

構より未払賃金の立替払いが実施された。本集会期日までに、対象者約1800

名のうち約1759名について立替払いが実施済みである。なお41名からは請
求書の返送が未了であるが、督促のうえ、できる限り手続を進める予定である。

3　本社の明渡し

　上記2のとおり対象者に対する未払賃金立替払請求書の発送を完了したため、

令和6年5月中旬に賃借していた本社を明け渡した。当職は、管財業務に必要な

書類及び人事システム等を管財人事務所に移行し、その他の法令上保管すべき書

類を倉庫に預託した。なお、本社の敷金は全額未払賃料等に充当されたため、返

還を受けるべきものはなかった。

4　自己信託の優先的受益権者との合意に向けた協議

　破産者は、破産開始前に資金調達のために売掛債権に対して自己信託を設定し、

それにより生じる優先受益権をモルガン・スタンレー・クレジット・プロダク
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ツ・ジャパン株式会社（以下rMSCPJ社」という）に譲渡し、譲渡代金を得

ていた。

　当職は、前回期日までに裁判所の許可を得て行ったMSCPJ社との合意に基

づき、売掛債権の回収について協力を行い、支払われた売掛債権のうち優先受益

権の元本相当額を上回る額（合計48，801，201円）を財団に組み入れた。

5　税務申告

　　当職は、税理士に委嘱して破産者の通常決算年度の申告を行った。

第3　破産財団の状況

　1　別紙財産目録・収支計算書記載のとおりである。

　2破産財団の現在残高は181，430，671円である。

第4　今後の管財業務の方針について

　　未払賃金立替払請求を継続して行うとともに、関係会社に対する債権及び株式の

　うち回収可能なものの回収を図る予定である。

第5　配当の見込みについて

　　現時点で当職が把握している財団債権が1，376，541，068円であるの

に対して、破産財団の現在残高は181，430，671円にとどまる。
　　当職は、今後、回収未了の関係会社債権の回収（再生債権の弁済）等を図る予定

であるが、回収見込額は約100万円にとどまることから、財団債権額を超える財

団組入を得る可能性はないといわざるを得ず、破産債権者に対する配当は見込めな

　い状況にある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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東京地方裁判所令和5年（フ）第7061号
破産者マックスアルファ株式会社

破産管財人弁護士田ロ和幸

　　　収支計算書
（令和5年11月10日～令和6年9月10日）

（単位：円）

収入の部 回収済

番号 科目 金額 備考 番号 科目 金額 備考

］ 0 14，205
］ 最後配当費用 5，486，850 ※2

2 現金回収 28，867，264 2 支払家賃 2，837，994 ※3

3 還付金 14．206β46 3 水道光熱費 18］，320 ※3

4 売掛金回収 145C79，097 4 通信費 740，630 ※3

5 債権回収 4，316，136 5 税理士報酬 868，635

6 還付金等 2，926バ84 ※］ 6
社会保険労務士報
酬

2，973，300 ※4

7 車両等売却 1，685，185 7
人事労務ソフト使用

料
］，363，350

8 敷金回収 943，547 8 複合機購入費用 95，040

9 株式等換価 76，726 9 郵送費 338，158

］0 保険等解約 347，264 10
履行補助者への小
口現金送金

400β00 ※5

11 受取利息 9，813 1］ 拠点撤退費用 82t500

12 金券等売却代金 18，266 12 書類保管・廃棄費用 525，071 ※6

13 火災保険料 38，780 ※3

］4 交通費 ］4，883

15
その他管財業務費
用

374，351 ※7

収入合計 ｛98，490，533 支出合計 17，059，862

差引残高 181　，430，671

※1破産開始前に退職した破産者の元従業員の厚生年金保険の資格喪失に伴い、破産開始前に納付済みの資格喪失後
の期間の厚生年金保険料等が還付されたものである。

※2令和5年11月度は17名分、同年12月度は11名分、令和6年1月度は9名分、同年2月度は6名分、同年3月度は5名分、
同年4月度は4名分の破産管財人の履行補助者の給与の合計額である。

※3破産開始後から令和6年5月までの本社社屋の家賃、水道光熱費、通品費、火災保険料である。本社社屋において履
行補助者が、破産者の元従業員の解雇に伴う書類の発行、未払給与立替払請求額の計算等の業務を行った。

※4社会保険労務士に未払賃金立替払請求書の作成や労働者健康安全機構の担当者とのやり取りに関する業務を委託
したことによる報酬である。

※5履行補助者に小口現金を交付し、破産者の元従業員への離職票や源泉徴収票等の発送費用（349，913円）と拠点撤退
に要する交通費（45，716円）に充てた。

※6本社及び営業所で保管されていた書類のうち保管を要するものを倉庫に預託し、廃棄すべき書類の溶解処分を委託し

た費用である。

※7残高証明書発行料、給与等の振込手数料と税理士報酬の源泉徴収税である。



令和5年（フ）第7061号東京地方裁判所民事第20部　御中　　　　　　令和6年9月10日破産者マツクスアルファ株式会社破産管財人弁護士田　口　和幸第2回債権者集会における破産管財人の報告書第1　前回集会以後に行った管財業務　1　資産の換価等　　当職は、合計38件の破産者名義の預金口座を解約して、合計28，867，　　264円を回収した。また、当職は、未回収の売掛金等について督促を行い、回　収可能なもの（合計9，149，339円）を回収した。さらに、関係会社に対　する債権のうち再生手続開始の申立てを行った法人（株式会社ガネット及び株式　会社エフ・エフ・アルファ）については、再生債権の届出や再生計画案に対する　議決権行使を行い、株式会社ガネットから再生債権弁済1，231，183円を　受領した。2　未払賃金立替払請求手続　当職は、前回期日までに、未払賃金立替払請求手続の対象となる全ての従業員に破産者が把握していた事項を記入済みの請求書用紙を発送しており、従業員より順次振込口座等の必要事項を記載した請求書の返送を受けた。当職が返送された請求書について証明を行い、労働者健康安全機構に提出したことにより、同機構より未払賃金の立替払いが実施された。本集会期日までに、対象者約1800名のうち約1759名について立替払いが実施済みである。なお41名からは請求書の返送が未了であるが、督促のうえ、できる限り手続を進める予定である。3　本社の明渡し　上記2のとおり対象者に対する未払賃金立替払請求書の発送を完了したため、令和6年5月中旬に賃借していた本社を明け渡した。当職は、管財業務に必要な書類及び人事システム等を管財人事務所に移行し、その他の法令上保管すべき書類を倉庫に預託した。なお、本社の敷金は全額未払賃料等に充当されたため、返還を受けるべきものはなかった。4　自己信託の優先的受益権者との合意に向けた協議　破産者は、破産開始前に資金調達のために売掛債権に対して自己信託を設定し、それにより生じる優先受益権をモルガン・スタンレー・クレジット・プロダク1ツ・ジャパン株式会社（以下rMSCPJ社」という）に譲渡し、譲渡代金を得ていた。　当職は、前回期日までに裁判所の許可を得て行ったMSCPJ社との合意に基づき、売掛債権の回収について協力を行い、支払われた売掛債権のうち優先受益権の元本相当額を上回る額（合計48，801，201円）を財団に組み入れた。5　税務申告　　当職は、税理士に委嘱して破産者の通常決算年度の申告を行った。第3　破産財団の状況　1　別紙財産目録・収支計算書記載のとおりである。　2破産財団の現在残高は181，430，671円である。第4　今後の管財業務の方針について　　未払賃金立替払請求を継続して行うとともに、関係会社に対する債権及び株式の　うち回収可能なものの回収を図る予定である。第5　配当の見込みについて　　現時点で当職が把握している財団債権が1，376，541，068円であるのに対して、破産財団の現在残高は181，430，671円にとどまる。　　当職は、今後、回収未了の関係会社債権の回収（再生債権の弁済）等を図る予定であるが、回収見込額は約100万円にとどまることから、財団債権額を超える財団組入を得る可能性はないといわざるを得ず、破産債権者に対する配当は見込めな　い状況にある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上2eg垂�bb精是蘇。ffA田　ぶぐPRH忘K淵昇09k慾套碧躯蜘｛［F〈幽幽眠鰹澄皿69ぼ漠ぐP‖［［1芒后e撫準⊃幽樫底ぐH積。ね如娼焉皓。旗宴餐可婆マ樫コ終世芯3R皐輌�f撒警ト畏回哀圧さLlo圧足ぶ馨顯罐�b婆可瞥マ撫緊婆寄婆可回回回回回裡“些o題回回D韓要回回←8、吉§s§繰蔓寓臣葛o呈cりo§辱匡等臣繰o呈ぼ§巴§8cY◎o＾Oh◎）・c∨＾◎りΦ（◎＾ぺト．寸oooN寸←oo踊←N±孚口顧oミ鵠oo☆津98鵠88oo9卜＾ur）＾卜＾ばつ＾cつho＾（qc＼」ho＾卜h寸寸寸NNoooΦo（◎豊88竪8苫8茎巴星吉8竺器◎ou⊃s：但寸巴吉搬�bくロ幽皿相杣咄蕪網相塑鞘魍理響e綱撫側≦ゴ網頃蝦薫置制嶺嘩絹精鯛醐撒恒撒恭部幣根1凹申桝米遅嘩ぷ糞田冊絹即細FNoり寸LΩ（◎卜◎oΦ9二雲竺±雛e撫撃斥剤賦口ト刊潔訓撒P壮坤畏趣皐珊皓皐鰹1咄米↑齪o寸寸卜三巨§§竃NN◎oq⊃（◎昌2三等三瓢讐塁（◎ミ目←∨嵩OΦ←、口苔ps§oo§り嘩細緊§§三§壬玉哩旦麗巽器�Iミ田F咀南AA如艦畢A埋皿蕪名碑“）慧蓮翠e巴世過幽蝉過賦理継世搭幽哩哩巡呂鰹回回回ポ望震蓋益鰹即←N◎り寸口曄東京地方裁判所令和5年（フ）第7061号破産者マックスアルファ株式会社破産管財人弁護士田ロ和幸　　　収支計算書（令和5年11月10日〜令和6年9月10日）（単位：円）収入の部回収済番号科目金額備考番号科目金額備考］014，205］最後配当費用5，486，850※22現金回収28，867，2642支払家賃2，837，994※33還付金14．206β463水道光熱費18］，320※34売掛金回収145C79，0974通信費740，630※35債権回収4，316，1365税理士報酬868，6356還付金等2，926バ84※］6社会保険労務士報酬2，973，300※47車両等売却1，685，1857人事労務ソフト使用料］，363，3508敷金回収943，5478複合機購入費用95，0409株式等換価76，7269郵送費338，158］0保険等解約347，26410履行補助者への小口現金送金400β00※511受取利息9，8131］拠点撤退費用82t50012金券等売却代金18，26612書類保管・廃棄費用525，071※613火災保険料38，780※3］4交通費］4，88315その他管財業務費用374，351※7収入合計｛98，490，533支出合計17，059，862差引残高181　，430，671※1破産開始前に退職した破産者の元従業員の厚生年金保険の資格喪失に伴い、破産開始前に納付済みの資格喪失後の期間の厚生年金保険料等が還付されたものである。※2令和5年11月度は17名分、同年12月度は11名分、令和6年1月度は9名分、同年2月度は6名分、同年3月度は5名分、同年4月度は4名分の破産管財人の履行補助者の給与の合計額である。※3破産開始後から令和6年5月までの本社社屋の家賃、水道光熱費、通品費、火災保険料である。本社社屋において履行補助者が、破産者の元従業員の解雇に伴う書類の発行、未払給与立替払請求額の計算等の業務を行った。※4社会保険労務士に未払賃金立替払請求書の作成や労働者健康安全機構の担当者とのやり取りに関する業務を委託したことによる報酬である。※5履行補助者に小口現金を交付し、破産者の元従業員への離職票や源泉徴収票等の発送費用（349，913円）と拠点撤退に要する交通費（45，716円）に充てた。※6本社及び営業所で保管されていた書類のうち保管を要するものを倉庫に預託し、廃棄すべき書類の溶解処分を委託した費用である。※7残高証明書発行料、給与等の振込手数料と税理士報酬の源泉徴収税である。

